
確認申請図書の作成方法等
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確認申請・完了検査の申請窓口

78

■鳥取県内の特定行政庁

申請窓口により、必要な書類が異なる場合がありますので、詳細は建設予定地の窓口
にご確認ください。

審査対象地域住所・電話番号窓口

岩美郡、八頭郡の物件鳥取市立川町６丁目１７６
0857-20-3648

鳥取県 東部建築住宅事務所

東伯郡の物件倉吉市東巌城町２
0858-23-3235

鳥取県 中部総合事務所
環境建築局建築住宅課

境港市の物件で市の対象以外のもの、西伯郡、
日野郡の物件

米子市糀町１丁目１６０
0859-31-9753

鳥取県 西部総合事務所環境建
築局建築住宅課

鳥取市の物件鳥取市幸町71
0857-30-8361

鳥取市 都市整備部建築指導課

米子市の物件米子市加茂町1丁目1番地
0859-23-5236

米子市 都市整備部建築相談課

倉吉市の物件倉吉市葵町722
0858-22-8175

倉吉市 建設部建築住宅課

境港市の物件で以下のものに限る
●新２号建築物のうち、木造の建築物で、地階
を除く階数が２以下であるもの、延べ面積が
300平方メートル以下のもの及び高さが16
メートル以下のもの
●新３号建築物
●施行令148条に規定する工作物

境港市上道町3000
0859-47-1062

境港市 建設部建築営繕課
※限定特定行政庁



確認申請・完了検査の申請窓口
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■鳥取県内に事務所のある民間確認検査機関・登録省エネ判定機関

※申請窓口は特定行政庁もしくは民間確認検査機関のいずれかに、申請者が選択して
申請を行ってください。

※省エネ適判も同様です。

審査対象地域住所・電話番号窓口

県内全域の物件で以下のものに限る
全ての建築物 (延床面積 2,000㎡以下)、昇降
機、広告塔等及び擁壁

本部・鳥取事務所
〒680-0803 鳥取市田
園町3丁目
375Tel:0857-21-
6702
米子事務所
〒683-0804 米子市米
原9丁目7-30
Tel:0859-30-3247 

（一財）鳥取県建築住宅検査セ
ンター

県内全域の物件米子支店
〒683-0823 米子市加
茂町2-204 米子商工会
議所ビル
TEL：0859-37-2801

ハウスプラス中国住宅保証株式
会社

確認申請が必要な規模等の一覧
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■建築確認手続きが必要な規模（建築物）

１号

都市計画区域外都市計画区域内

工事種別規模構造・階数 レッド区域
内（※後掲参
照）

要確認
区域

防火・
準防火
地域

○○○○○新築200㎡超特殊建築物
（旅館、店舗、飲食店、児童
福祉施設 等） ○○○○○増築,改築,移転

−−−○−10㎡以内

○○○○○大規模な修繕・模様替え

○○○○○用途変更

○○○○○新築階数が２
以上又は
延面積
200㎡を超
えるもの

すべての構造
の建築物（用
途問わず） ○○○○○増築,改築,移転

−−−○−10㎡以内

○○○○○大規模な修繕・模様替え

○○−○○新築階数が１
以下又は
延面積
200㎡以下
のもの

すべての構造
の建築物（用
途問わず） ○○−○○増築,改築,移転

−−−○−10㎡以内

−−−−−大規模な修繕・模様替え

新２号

新３号



確認申請が必要な建築物の区分け
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特殊建築物（別表第１( い)）で、その用途の床面積が200㎡超

階数２以上または延べ面積200㎡超

都市計画区域・県が指定する要確認区域内

１号建築物

新２号建築物

新３号建築物

NO

NO

YES

YES

YES

都市計画区域外で敷地の過半がレッド区域で、レッド区域内
に居室を有する建築物を建築する ※後掲参照

NO
YES

NO

建築確認・検査の対象外

【参考】確認申請で関係する地域の概要
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■防火・準防火地域

鳥取市、米子市、倉吉市、境港市の一部のみ

■知事が指定する要確認地域

知事が指定する要確認区域は都市計画区域外でも全ての建築物の確認申請が必要
鳥取市（用瀬町用瀬、用瀬町別府）
若桜町（三倉、屋堂羅、赤松、来見野、諸鹿、不香田、長砂、湯原、淵見、茗荷谷、

つく米、大炊、岸野、糸白見、根安）
江府町（江尾地区）
日野町（根雨、三谷の地区）

■レッド区域（イエロー区域は関係しない）

土砂法に基づき、県が指定した土砂災害特別警戒区域で県内各地にあります。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、以下のように一定の制限がかかります。
・住宅宅地分譲地、社会福祉施設などの特定の開発行為に対する許可が必要
・レッド区域内で住宅の建替え等を行う場合に、壁や基礎を強化するなど構造に規制
・都市計画区域外で確認申請がいらない新３号建築物も敷地の半分以上がレッド区域
である土地で、建築物がレッド区域内にある場合は、建築物の建替え等に建築確認が
必要

※レッド区域の確認については「とっとりWEBマップ」で確認できます。



【参考】レッド区域での確認申請の扱い
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イメージ図：建築基準法第６条１項３号（改正法）の建築物（木造平屋戸建住宅等）

都市計画区域外

レッド区域内
レッド区域内

都市計画区域内・
要確認区域

⻘囲みの建物 ：確認申請が必要
緑囲みの建物 ：確認は不要だが、構造規制は対象

【参考】レッド区域での確認申請の扱い
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【参考】建築確認附属書
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■建築確認附属書

市部を除く、県内の町村を建設地とする
場合、建築基準法第６条の規定による建築
確認申請時等に申請書に添付する書類で、
申請前に設計者が建設地の町村に対し、町
村が把握している道路・都市計画等事項に
ついて確認を依頼するものです。

鳥取県の窓口と鳥取県建築住宅検査セン
ターに申請する場合は、建築確認附属書の
添付が必要です。

また、４市の区域については、都市計画図
の添付が必要です。

確認審査対象の見直しに伴う提出図書等の合理化について

86

国資料
P-12



提出図書の合理化（規則第１条の３） 国資料
P-13
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確認申請の様式 R7.4.1～R8.3.31（構造経過措置の適用部分）
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■建築申請書の第三面と第四面の改正部分

第三面 ※１８に経過措置の適用が追記（R8.8.31）まで



確認申請の様式 R7.4.1～R8.3.31（構造経過措置の適用部分）
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第四面 ※１１の特例部分の項目

建築計画概要書の様式 R7.4.1～R8.3.31（構造経過措置の適用部分）
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■建築計画概要書の第二面の改正部分

第二面 ※20に経過措置の適用が追記（R8.8.31）まで



様式の記載上の留意点
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■記載例

様式の記載上の留意点
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■記載例



様式の記載上の留意点
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■記載例

確認申請の作成例
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ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-05



確認申請の作成例
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ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-05

確認申請の作成例
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ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-06



確認申請の作成例
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※法第３章の集団規定は都市計画区域内のみ対象です

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-06

確認申請の作成例

98
※仕様表に記載することで基礎伏図などの添付は不要です！

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-07，08


